
お問合せ先

在宅での療養生活の例（Ａさんの場合）

２０２４年３月
栃木県保健福祉部医療政策課

　栃木県では、2040年に65歳以上の高齢者人口はピ
ークを迎えることが見込まれています。
　このリーフレットでは、「住み慣れた地域で、いつ
までも暮らしていきたい」と望む方々を支援する
「在宅医療」について紹介します。

　Ａさんは、45歳で大腸癌になり、手術を受けて人工肛門
を作りました。そして、80歳で認知症になり、自分だけで
人工肛門の管理をしていくことが難しくなりました。

　Ａさんには、近所に住んでいる息子さんがいますが、息子
さんは仕事をしており、常にＡさんを見ていられる状況では
ありません。 　息子さんは、Ａさんを入院させることも考えましたが、

以前から、「これからもずっと自宅で過ごしたい。自分で
できることは自分でやりたい。」と、Aさんが言っていた
ことを思い出し、今後もAさんが自宅で療養生活を続ける
ことができないか、担当のケアマネジャーに相談しました。

Ａさん ・8５歳の女性で、一人暮らしをしている
・人工肛門があり、認知症を患っている
・要介護２の認定を受けている

　相談を受けたケアマネジャーは、週２回の訪問看護と、
週５回の訪問介護を提案しました。
　訪問看護師がＡさんの体調管理や人工肛門の管理を行う
とともに、訪問介護員（ホームヘルパー）がAさんの家事の
支援や清掃などを行うことになりました。

＜Ａさんの 在宅での療養生活にかかる １ヵ月間の自己負担費用の例（参考）＞
・訪問看護：週２回（30分以上１時間未満の訪問看護（緊急時対応含む））約７～８千円
・訪問介護：週５回（20分以上30分未満の身体介護と、

45分以上70分未満の生活援助の組み合わせ） 約８千円～１万円
※お住まいの地域や利用する医療・介護サービスの内容などにより、費用に変更がありますのでご注意ください。

2024年３月 2,000部

栃木県保健福祉部医療政策課在宅医療・介護連携担当
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL：028-623-3046  E-mail：zaikairenkei@pref.tochigi.lg.jp
＊このリーフレットは、栃木県ホームページからダウンロードできます。
トップページ > 子育て・福祉・医療> 医療> 医療施策> 在宅医療のご案内
URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/zaitakuiryou_hp.html

はじめに

栃木県では、人生会議（ACP）のきっかけとなるよう啓発動画を
作成しています。詳しくは、栃木県のホームページをご覧ください。

～住み慣れた地域や自宅で
　安心して暮らすには～

とちぎで在宅医療
　その結果、多くの医療・介護関係者に支えられ、Ａさんの
自宅での療養生活は続いています。息子さんや近所に住む友
人らが定期的にＡさんに会いに行くと、Ａさんは住み慣れた
自宅で自分らしく生活ができているようで、とても幸せそう
な顔を見せてくれています。



在宅医療とは？

Ｑ１：在宅医療は高齢者だけが受けられるのですか？

Ａ１：自宅や施設で療養したい方で、通院することが難しい
　　　方であれば、年齢・病気・障害の種類に関係なく在宅
　　　医療を選択することができます。

Ｑ２：在宅療養中に症状が急変した場合など、必要な時に対
　　　応してくれますか？

Ａ２：在宅医療を行う医師や看護師が、24時間365日連絡を
　　　取れる体制をとっていますので、対応することが可能です。

在宅医療に関するＱ＆Ａ

自宅で療養したい そうは思わない
【長期療養が必要で通院が困難な場合、自宅で療養したいと思いますか（ｎ＝1,236）】

%7.14%6.65

無回答

出典：２０２２年度　栃木県政世論調査

1.7%

１ ２

定期的に患者宅を訪問
して行う診療

訪問診療
患者等の求めに応じて
患者宅を訪問して行う診療

往 診

自宅での看取りも可能

在宅医療

在宅医療を受けるには？

かかりつけ医に相談してみましょう。

　在宅での療養についてのアドバイスや、在宅医療を実施し
ている医療機関を紹介してもらえます。

　訪問診療を実施している医療機関や利用可能なサービスを
紹介してもらえます。

定期的な通院が
困難になってき
た場合など

退院後も医療的
ケアが必要に
なった場合など

通院中の方

入院中の方

すでに自宅療養中の方や介護保険を利用中の方

感染症流行時における在宅医療

　在宅医療を受けたい場合には、家族などと話
し合い、窓口となる専門職に相談しましょう。

体が徐々に弱っ
てきて心配に
なった場合など

おうちで
過ごしたいわ　感染症の流行により、病院内での感染を防止するた

め、入院患者との面会を制限せざるを得ないケースが
あります。
　入院しながら療養をされている方の中には、住み慣
れた地域に戻って、家族や友人、ペットとともに過ご
しながら療養生活を送りたいと、在宅医療に切り替え
る方もいます。

●訪問介護
介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が食事の準

備や掃除、入浴や排泄などの身の回りの支援を行います。

在宅での療養生活を支えてくれる主な機関

●介護老人保健施設など短
期入所やデイケアによる生
活に必要な介護、栄養管理、
リハビリ等のサービス提供
を通して、在宅介護を支援
します。

●居宅介護支援事業所
ケアマネジャーが介

護保険のケアプランを
作成するほか、利用者
が安心して介護サービ
スを利用できるよう支
援します。

在宅での生活
（在宅療養・看取り等）

医療と介護のスタッフが
連携して、在宅での療養
生活を支えています。

● 歯科診療所
歯科医師や歯科

衛生士が患者の自
宅などを訪問し、
虫歯治療や入れ歯
の調整、口腔ケア
などを行います。

●診療所
かかりつけ医が、通院困

難な患者の自宅などを訪問
して診療を行います。

●障害者相談支援事業所
障害をお持ちの方や家

族に対し、安心して地域
生活を送るための支援体
制作りや、日常生活の相
談、福祉サービス利用に
ついての案内を行います。

地域と家庭のナース それが訪問看護師です

●薬局
薬剤師が医師の処

方箋に基づいて薬の
調剤を行い、患者の
自宅などに届けます。
また、薬の管理方法
や飲み合わせの指導
を行います。

●病院
入院治療が必要な場合の

対応を行います。
院内の「地域医療連携

室」などでは、入院患者の
退院支援を支えます。

●栄養ケアステーション
管理栄養士が医療、

介護、福祉、行政等の関
係機関と連携し、嚥下障
害や低栄養、疾病の重症
化等において、予防と治
療の両面に対応した食事
支援を行います。

●市役所・町役場
国民健康保険、介護保険などの相談窓口がありま

す。保健師などが療養生活上の相談に対応します。
●地域包括支援センター

地域における高齢者の暮らしを支えるため、医療・
介護・福祉に関する相談や介護予防の支援などを
行います。

栃木県では訪問看護のＰＲ動画を公開しています。
URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/houmonkango.html

　在宅医療を行う医師の指示のもと、自宅などを訪問して、その方の病気
や障害に応じた看護を行うのが訪問看護師です。

●訪問看護ステーション

　医師の指示に基づいて、看護

師が患者の自宅などを訪問し、

看護サービスを提供します。

　また、理学療法士や作業療

法士、言語聴覚士が患者の体の

状態に応じたリハビリテーショ

ンを行うこともあります。

　訪問看護師は、日頃から、患者の様子を観察し、本人に必要な医
療は何か、今後どのような症状の変化が予測されるかなどを、常に
状況判断しながら適切な対応を行います。
　また、緊急時には、24時間いつでも相談を受け、救急車の手配や
医師への連絡などを行うとともに、看取りの際には、最期まで患者
や家族を支えます。
　患者の一番近くで在宅医療を支えるエキスパートです。

　「在宅医療」とは、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、リハビ
リ専門職などの医療従事者が、訪問診療や往診などにより、自宅
や施設で提供する医療行為です。
　主に病院などで行われている「入院医療」や、患者が診療所な
どに通う「外来医療」に次ぐ第３の医療として、その提供体制の
整備が進んでいます。

　多くの病院には「地域医療連携室」などの相談
室が設けてありますので、そこの医療ソーシャル
ワーカーや看護師などに相談してみましょう。

　お近くの「地域包括支援センター」か、担当

のケアマネジャーに相談してみましょう。

　栃木県の調査では、長期療養が必要で通院が困難な場合に、
約６割の県民が自宅で療養したいという結果が出ており、
「在宅医療」はこの願いを叶える手段の一つとなっています。

　ただし、専門外などの理由で、在宅医療の対応が困難な場
合もありますので、その場合には、在宅医療を実施している
医療機関を紹介してもらえないか相談してみましょう。
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　在宅医療を受けたい場合には、家族などと話
し合い、窓口となる専門職に相談しましょう。

体が徐々に弱っ
てきて心配に
なった場合など

おうちで
過ごしたいわ　感染症の流行により、病院内での感染を防止するた
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在宅での療養生活を支えてくれる主な機関

●介護老人保健施設など短
期入所やデイケアによる生
活に必要な介護、栄養管理、
リハビリ等のサービス提供
を通して、在宅介護を支援
します。

●居宅介護支援事業所
ケアマネジャーが介

護保険のケアプランを
作成するほか、利用者
が安心して介護サービ
スを利用できるよう支
援します。

在宅での生活
（在宅療養・看取り等）

医療と介護のスタッフが
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地域と家庭のナース それが訪問看護師です

●薬局
薬剤師が医師の処

方箋に基づいて薬の
調剤を行い、患者の
自宅などに届けます。
また、薬の管理方法
や飲み合わせの指導
を行います。
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地域における高齢者の暮らしを支えるため、医療・
介護・福祉に関する相談や介護予防の支援などを
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栃木県では訪問看護のＰＲ動画を公開しています。
URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/houmonkango.html

　在宅医療を行う医師の指示のもと、自宅などを訪問して、その方の病気
や障害に応じた看護を行うのが訪問看護師です。

●訪問看護ステーション

　医師の指示に基づいて、看護

師が患者の自宅などを訪問し、

看護サービスを提供します。

　また、理学療法士や作業療

法士、言語聴覚士が患者の体の

状態に応じたリハビリテーショ

ンを行うこともあります。

　訪問看護師は、日頃から、患者の様子を観察し、本人に必要な医
療は何か、今後どのような症状の変化が予測されるかなどを、常に
状況判断しながら適切な対応を行います。
　また、緊急時には、24時間いつでも相談を受け、救急車の手配や
医師への連絡などを行うとともに、看取りの際には、最期まで患者
や家族を支えます。
　患者の一番近くで在宅医療を支えるエキスパートです。

　「在宅医療」とは、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、リハビ
リ専門職などの医療従事者が、訪問診療や往診などにより、自宅
や施設で提供する医療行為です。
　主に病院などで行われている「入院医療」や、患者が診療所な
どに通う「外来医療」に次ぐ第３の医療として、その提供体制の
整備が進んでいます。

　多くの病院には「地域医療連携室」などの相談
室が設けてありますので、そこの医療ソーシャル
ワーカーや看護師などに相談してみましょう。

　お近くの「地域包括支援センター」か、担当

のケアマネジャーに相談してみましょう。

　栃木県の調査では、長期療養が必要で通院が困難な場合に、
約６割の県民が自宅で療養したいという結果が出ており、
「在宅医療」はこの願いを叶える手段の一つとなっています。

　ただし、専門外などの理由で、在宅医療の対応が困難な場
合もありますので、その場合には、在宅医療を実施している
医療機関を紹介してもらえないか相談してみましょう。



お問合せ先

在宅での療養生活の例（Ａさんの場合）

２０２４年３月
栃木県保健福祉部医療政策課

　栃木県では、2040年に65歳以上の高齢者人口はピ
ークを迎えることが見込まれています。
　このリーフレットでは、「住み慣れた地域で、いつ
までも暮らしていきたい」と望む方々を支援する
「在宅医療」について紹介します。

　Ａさんは、45歳で大腸癌になり、手術を受けて人工肛門
を作りました。そして、80歳で認知症になり、自分だけで
人工肛門の管理をしていくことが難しくなりました。

　Ａさんには、近所に住んでいる息子さんがいますが、息子
さんは仕事をしており、常にＡさんを見ていられる状況では
ありません。 　息子さんは、Ａさんを入院させることも考えましたが、

以前から、「これからもずっと自宅で過ごしたい。自分で
できることは自分でやりたい。」と、Aさんが言っていた
ことを思い出し、今後もAさんが自宅で療養生活を続ける
ことができないか、担当のケアマネジャーに相談しました。

Ａさん ・8５歳の女性で、一人暮らしをしている
・人工肛門があり、認知症を患っている
・要介護２の認定を受けている

　相談を受けたケアマネジャーは、週２回の訪問看護と、
週５回の訪問介護を提案しました。
　訪問看護師がＡさんの体調管理や人工肛門の管理を行う
とともに、訪問介護員（ホームヘルパー）がAさんの家事の
支援や清掃などを行うことになりました。

＜Ａさんの 在宅での療養生活にかかる １ヵ月間の自己負担費用の例（参考）＞
・訪問看護：週２回（30分以上１時間未満の訪問看護（緊急時対応含む））約７～８千円
・訪問介護：週５回（20分以上30分未満の身体介護と、

45分以上70分未満の生活援助の組み合わせ） 約８千円～１万円
※お住まいの地域や利用する医療・介護サービスの内容などにより、費用に変更がありますのでご注意ください。

2024年３月 2,000部

栃木県保健福祉部医療政策課在宅医療・介護連携担当
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL：028-623-3046  E-mail：zaikairenkei@pref.tochigi.lg.jp
＊このリーフレットは、栃木県ホームページからダウンロードできます。
トップページ > 子育て・福祉・医療> 医療> 医療施策> 在宅医療のご案内
URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/zaitakuiryou_hp.html

はじめに

栃木県では、人生会議（ACP）のきっかけとなるよう啓発動画を
作成しています。詳しくは、栃木県のホームページをご覧ください。

～住み慣れた地域や自宅で
　安心して暮らすには～

とちぎで在宅医療
　その結果、多くの医療・介護関係者に支えられ、Ａさんの
自宅での療養生活は続いています。息子さんや近所に住む友
人らが定期的にＡさんに会いに行くと、Ａさんは住み慣れた
自宅で自分らしく生活ができているようで、とても幸せそう
な顔を見せてくれています。
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